
資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（本冊）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

1 / 176 

本冊［P.21］ 本冊［P.21］  

 

 

 

 

 

記載の適正化（３号炉

評価書記載誤りに対す

る，原因深堀り結果） 

 

 

 

 

  



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（本冊）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

2 / 176 

本冊［P.22］ 本冊［P.22］  

 
 

 

記載の適正化（協力事

業者の管理を明確化） 

 

（1） 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（共通） 

No.1 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（本冊）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

3 / 176 

本冊［P.27］ 本冊［P.27］  

  

 

記載の適正化（改訂履

歴の明記） 

 

（1） 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（共通） 

No.2 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（本冊）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

4 / 176 

本冊［P.31］ 本冊［P.31］  

  

 

記載の適正化（劣化事

象の明確化） 

 

（1） 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（低サイクル疲労） 

No.1-1 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（本冊）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

5 / 176 

本冊［P.32］ 本冊［P.32］  

 
 

 

記載の適正化（劣化事

象の明確化） 

 

（1） 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（低サイクル疲労） 

No.1-1 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（本冊）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

6 / 176 

本冊［P.41］ 本冊［P.41］  

  

 

記載の適正化（劣化事

象の明確化） 

 

（1） 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（低サイクル疲労） 

No.1-1 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 

(1) 
(1) 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（本冊）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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本冊［P.42］ 本冊［P.42］  

  

記載の適正化（劣化事

象の明確化） 

 

（1） 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（低サイクル疲労） 

No.1-1 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) (1) 

(1) (1) 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（本冊）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

8 / 176 

本冊［P.43］ 本冊［P.43］  

 
 

 

記載の適正化（劣化事

象の明確化） 

 

（1） 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（低サイクル疲労） 

No.1-1 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（本冊）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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本冊［P.44］ 本冊［P.44］  

  

 

記載の適正化（劣化事

象の明確化） 

 

（1） 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（低サイクル疲労） 

No.1-1 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（本冊）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

10 / 176 

本冊［該当貢なし］ 本冊［P.54］  

 

 

 

 

 

記載の追記（３号炉評

価書記載誤りに対す

る，原因深堀り結果） 

 

 

 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（本冊）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

11 / 176 

本冊［該当貢なし］ 本冊［P.55］  

  

 

 

記載の追記（３号炉評

価書記載誤りに対す

る，原因深堀り結果） 

 

 

 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（本冊）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

12 / 176 

本冊［該当貢なし］ 本冊［P.56］  

 

 

 

記載の追記（根本に立

ち返った是正方針及び

４号炉高経年化技術評

価書に向けた是正処

置） 

 

 

 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ポンプ）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ポンプの技術評価書［P.1-8］ 別冊 ポンプの技術評価書［P.1-8］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 

 

 

（1） 

変更箇所：材料名称「炭素鋼

(S40C)」⇒「炭素鋼」 

変更内容：材料記号の削除 

影響箇所：潤滑油ユニット油ポ

ンプモータの主軸の摩耗および

高サイクル疲労割れを経年劣化

評価対象としている。 

影響評価：評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

（2） 

変更箇所：材料名称「鋳鉄

(FC150)」⇒「鋳鉄」 

変更内容：材料記号の削除 

影響箇所：潤滑油ユニット油ポ

ンプモータのフレームの腐食を

経年劣化評価対象としている。 

影響評価：評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

次頁に続く。 

 

 

 

(1) 

(2) 
(2) 

(1) 

(3) (3) 
(4) (4) 

(5) (5) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ポンプ）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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（3） 

変更箇所：材料名称「鋳鉄

(FC150)」⇒「鋳鉄」 

変更内容：材料記号の削除 

影響箇所：潤滑油ユニット油ポ

ンプモータのエンドブラケット

の腐食を経年劣化評価対象とし

ている。 

影響評価：評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

（4） 

変更箇所：材料名称「圧延鋼材

(SS41)」⇒「圧延鋼材」 

変更内容：材料記号の削除 

影響箇所：潤滑油ユニット油ポ

ンプモータの端子箱の腐食を経

年劣化評価対象としている。 

影響評価：評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

（5） 

変更箇所：材料名称「炭素鋼

(SS400)」⇒「炭素鋼」 

変更内容：材料記号の削除 

影響箇所：潤滑油ユニット油ポ

ンプモータの取付ボルトの腐食

を経年劣化評価対象としてい

る。 

影響評価：評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

 

 

 

 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ポンプモータ）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ポンプモータの技術評価書［P.1－5］ 別冊 ポンプモータの技術評価書［P.1－5］  

  

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

（1） 

変更箇所：材料記号「SF490」⇒

「S35C」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：主軸の摩耗および疲

労割れを経年劣化評価対象とし

ている。 

影響評価：炭素鋼（SF490）と炭

素鋼（S35C）は，材料記号が異

なるだけで同じ炭素鋼である。

また，評価の判断にあたり，材

料の詳細材質は経年劣化評価に

使用しないため，経年劣化評価

結果への影響はない。 

（2） 

変更箇所：材料名称「鋳鉄

(FC150)」⇒「炭素鋼(SS400)」 

変更内容：材料名称および記号

の変更 

影響箇所：エンドブラケットの

腐食を経年劣化評価対象として

いる。 

影響評価：鋳鉄と炭素鋼は鉄を

主成分とする同等の材料であ

る。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は経年劣化

評価に使用しないため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

 

 

 

 

(1) (1) 

(2) (2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ポンプモータ）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ポンプモータの技術評価書［P.1－7］ 別冊 ポンプモータの技術評価書［P.1－7］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 

（1） 

変更箇所：材料名称「鋳鉄」⇒

「炭素鋼」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：エンドブラケットの

腐食を経年劣化評価対象として

いる。 

影響評価：鋳鉄と炭素鋼は鉄を

主成分とする同等の材料であ

る。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は経年劣化

評価に使用しないため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ポンプモータ）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ポンプモータの技術評価書［P.1－9］ 別冊 ポンプモータの技術評価書［P.1－9］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

（1） 

変更箇所：材料名称「鋳鉄」⇒

「炭素鋼」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：エンドブラケットの

腐食を経年劣化評価対象として

いる。 

影響評価：鋳鉄と炭素鋼は鉄を

主成分とする同等の材料であ

る。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は経年劣化

評価に使用しないため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ポンプモータ）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ポンプモータの技術評価書［P.2－5］ 別冊 ポンプモータの技術評価書［P.2－5］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

（1） 

変更箇所：材料名称「アラミッ

ド紙，ポリエステルフィルム

等」⇒「マイカ，エポキシ樹

脂」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：固定子コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価： アラミッド紙，ポリ

エステルフィルム等とマイカ，

エポキシ樹脂は同じ有機物を主

成分とする材料である。また，

評価の判断にあたり，材料の詳

細材質は経年劣化評価に使用し

ないため，経年劣化評価結果へ

の影響はない。 

次頁に続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (1) 
(2) (2) 

(3) (3) 

(4) (4) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ポンプモータ）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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（2） 

変更箇所：材料名称「アラミッ

ド紙，ポリエチレンナフタレー

トテープ等」⇒「エチレンプロ

ピレンゴム，ポリエステルフィ

ルム」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：口出線・接続部品の

絶縁特性低下を経年劣化評価対

象としている。 

影響評価：アラミッド紙，ポリ

エチレンナフタレートテープ等

とエチレンプロピレンゴム，ポ

リエステルフィルムは同じ有機

物を主成分とする材料である。

また，評価の判断にあたり，材

料の詳細材質は経年劣化評価に

使用しないため，経年劣化評価

結果への影響はない。 

（3） 

変更箇所：材料名称「炭素鋼

（SPHC）」⇒「鋼板」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：端子箱の腐食を経年

劣化評価対象としている。 

影響評価：炭素鋼と鋼板は鉄を

主成分とする同等の材料であ

る。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は経年劣化

評価に使用しないため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

（4） 

変更箇所：材料記号「SS400」⇒

「SCM435」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：取付ボルトの腐食を

経年劣化評価対象としている。 

影響評価：炭素鋼（SS400）と炭

素鋼（SCM435）は，材料記号が

異なるだけで同じ炭素鋼であ

る。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は経年劣化

評価に使用しないため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

 

 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ポンプモータ）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ポンプモータの技術評価書［P.2－8］ 別冊 ポンプモータの技術評価書［P.2－8］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

（1） 

変更箇所：材料記号「SUSF316」

⇒「SUSF304」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：主軸の摩耗および疲

労割れを経年劣化評価対象とし

ている。 

影響評価：ステンレス鋼

（SUSF316）とステンレス鋼

（SUSF304）は，材料記号が異な

るだけで同じステンレス鋼であ

る。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は経年劣化

評価に使用しないため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

（2） 

変更箇所：材料記号「SUS316TP/ 

SUS316」⇒「SUS304TP/SUS304」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：想定される経年劣化

事象はない。 

影響評価：想定される経年劣化

事象はないため経年劣化評価結

果への影響はない。 

（3） 

変更箇所：材料記号「SUH660」

⇒「SUS630」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：想定される経年劣化

事象はない。 

影響評価：想定される経年劣化

事象はないため経年劣化評価結

果への影響はない。 

 

(1) (1) 

(2) (2) 

(3) (3) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ポンプモータ）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ポンプモータの技術評価書［P.2－10］ 別冊 ポンプモータの技術評価書［P.2－10］  

 
 

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

（1） 

変更箇所：材料名称「鋼板及

び」追記 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：端子箱の腐食を経年

劣化評価対象としている。 

影響評価：炭素鋼と鋼板は鉄を

主成分とする同等の材料であ

る。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は経年劣化

評価に使用しないため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

 

 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ポンプモータ）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ポンプモータの技術評価書［P.2－13］ 別冊 ポンプモータの技術評価書［P.2－13］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

（1） 

変更箇所：材料名称「炭素鋼」

⇒「鋼板」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：端子箱の腐食を経年

劣化評価対象としている。 

影響評価：炭素鋼と鋼板は鉄を

主成分とする同等の材料であ

る。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は経年劣化

評価に使用しないため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ポンプモータ）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ポンプモータの技術評価書［P.2－18］ 別冊 ポンプモータの技術評価書［P.2－18］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

（1） 

変更箇所：材料名称「,鋼板」追

記 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：端子箱の腐食を経年

劣化評価対象としている。 

影響評価：鋼板は鋳鉄や炭素鋼

と同様に鉄を主成分とする同等

の材料である。また，評価の判

断にあたり，材料の詳細材質は

経年劣化評価に使用しないた

め，経年劣化評価結果への影響

はない。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（容器）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 容器の技術評価書［P.2-17］ 別冊 容器の技術評価書［P.2-17］  

  

 

記載の適正化（対象部

位及び評価実施対象理

由の明確化） 

 

（1） 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（中性子照射脆化） 

No.1-1・3 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（配管）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

25 / 176 

別冊 配管の技術評価書［P.2-1］ 別冊 配管の技術評価書［P.2-1］  

  

 

記載の適正化（文言の

修正） 

 
（1） 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（配管）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 配管の技術評価書［P.2-3］ 別冊 配管の技術評価書［P.2-3］  

  

 

記載の適正化（文言の

修正） 

 

 
（1） 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（弁）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

27 / 176 

別冊 弁の技術評価書［P.3］ 別冊 弁の技術評価書［P.3］  

  

 

記載の適正化（文言の

修正） 

 
（1） 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（弁）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

28 / 176 

別冊 弁の技術評価書［P.3-3］ 別冊 弁の技術評価書［P.3-3］  

  

 

記載の適正化（文言の

修正） 

 
（1） 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（弁）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

29 / 176 

別冊 弁の技術評価書［P.3-5］ 別冊 弁の技術評価書［P.3-5］  

  

 

記載の適正化（文言の

修正） 

 
（1） 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（弁）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

30 / 176 

別冊 弁の技術評価書［P.3-18］ 別冊 弁の技術評価書［P.3-18］  

  

 

記載の適正化（文言の

修正） 

 
（1） 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（弁）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

31 / 176 

別冊 弁の技術評価書［P.4-1］ 別冊 弁の技術評価書［P.4-1］  

  

 

記載の適正化（文言の

修正） 

 
（1） 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

32 / 176 

別冊 ケーブルの技術評価書［P.1-2］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.1-2］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

(1) 

変更箇所：運転開始後「空欄」

⇒「○」 

変更内容：高圧難燃 CV ケーブル

の引替による記載の追加 

影響箇所：代表機器ではないケ

ーブルの引替えであり，引替後

のケーブル製造メーカが異なっ

ていることから，非代表機器の

評価項目に影響する。 

影響評価：追加となる非代表機

器は，代表機器と材料，環境，

保全方法が同条件であり，経年

劣化事象も代表機器同様である

ことから，経年劣化評価結果へ

の影響はない。 

 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

33 / 176 

別冊 ケーブルの技術評価書［該当頁なし］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.1-13］  

 

 

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

(1) 

変更箇所：評価の追記 

変更内容：製造メーカ相違によ

り，代表機器以外への評価を追

記 

影響箇所：引替後のケーブル製

造メーカが異なっていることか

ら，非代表機器の評価項目に影

響する。 

影響評価：追加となる非代表機

器は，代表機器と材料，環境，

保全方法が同条件であり，経年

劣化事象も代表機器同様である

ことから，経年劣化評価結果へ

の影響はない。 

 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

34 / 176 

別冊 ケーブルの技術評価書［該当頁なし］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.1-14］  

 

 

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 
(1) 

変更箇所：評価の追記 

変更内容：製造メーカ相違によ

り，代表機器以外への評価を追

記  

影響箇所：引替後のケーブル製

造メーカが異なっていることか

ら，非代表機器の評価項目に影

響する。 

影響評価：追加となる非代表機

器は，代表機器と材料，環境，

保全方法が同条件であり，経年

劣化事象も代表機器同様である

ことから，経年劣化評価結果へ

の影響はない。 

 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

35 / 176 

別冊 ケーブルの技術評価書［目次］ 別冊 ケーブルの技術評価書［目次］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 
(1) 

変更箇所：目次の追記 

変更内容：代表機器以外への評

価を追記  

影響箇所：引替後のケーブル製

造メーカが異なっていることか

ら，非代表機器の評価項目に影

響する。 

影響評価：追加となる非代表機

器は，代表機器と材料，環境，

保全方法が同条件であり，経年

劣化事象も代表機器同様である

ことから，経年劣化評価結果へ

の影響はない。 

 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

36 / 176 

別冊 ケーブルの技術評価書［P.2-2］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.2-2］  

  

 

記載の適正化（再確認

結果の反映） 

(1)  

変更箇所：原子炉格納容器内

「○」⇒「空欄」 

変更内容：記載の削除 

影響箇所：設置場所の変更のみ

であり，影響する経年劣化事象

はない。 

影響評価：本事象は設置場所の

誤記変更のみであることから，

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

(2)  

変更箇所：運転開始後「空欄」

⇒「○」 

変更内容：KGB ケーブルの引替

による記載の追加 

影響箇所：代表機器であるケー

ブルの引替であり，引替後もケ

ーブル製造メーカは変わらない

ことから，代表機器の評価項目

に影響する。 

影響評価：本事象はケーブルの

使用開始時期の追加のみであ

り，使用開始時期は経年評価に

使用しないことから，経年劣化

評価結果への影響はない。 

次頁に続く。 

 

 

 

(1) (1) 

(2) (2) (3) (3) (4) (5) (5) (4) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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(3)  

変更箇所：運転開始後「空欄」

⇒「○」 

変更内容：難燃 PN ケーブルの引

替による記載の追加 

影響箇所：代表機器ではないケ

ーブルの引替であり，非代表機

器の評価項目に影響する。  

影響評価：引替後のケーブルは

製造メーカが異なるが，当該メ

ーカのケーブルは代表機器以外

への展開で既に評価済みである

ことから，経年劣化評価結果へ

の影響はない。 

(4)  

変更箇所：運転開始後「空欄」

⇒「○」 

変更内容：難燃 CV ケーブルの引

替による記載の追加 

影響箇所：代表機器であるケー

ブルの引替であり，引替後もケ

ーブル製造メーカは変わらない

ことから，代表機器の評価項目

に影響する。  

影響評価：本事象はケーブルの

使用開始時期の追加のみであ

り，使用開始時期は経年評価に

使用しないことから，経年劣化

評価結果への影響はない。 

(5)  

変更箇所：運転開始後「空欄」

⇒「○」 

変更内容：難燃 FN ケーブルの引

替による記載の追加 

影響箇所：代表機器ではないケ

ーブルの引替であるが，代表機

器とケーブル製造メーカは同じ

で、引替後もケーブル製造メー

カは変わらないことから，代表

機器の評価項目に影響する。  

影響評価：本事象はケーブルの

使用開始時期の追加のみであ

り，使用開始時期は経年評価に

使用しないことから，経年劣化

評価結果への影響はない。 

 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.2-5］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.2-5］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

(1)  

変更箇所：周囲温度「40℃以下
＊」⇒「66℃以下＊」，*「原子炉

格納容器外の設計値」⇒「原子

炉格納容器内の設計値」 

変更内容：周囲温度の変更 

影響箇所：絶縁体の絶縁特性低

下及びシースの劣化を経年劣化

事象としている。 

影響評価：本事象は周囲温度を

変更している。KGB ケーブルは

導体最高許容温度を 180℃に設

計しているため，周囲温度が

66℃以下でも通電機能を維持で

きる。また，絶縁特性低下は点

検時における絶縁抵抗測定で把

握可能で，日常保全を継続し，

必要に応じて適切な対応をとる

ことにより絶縁性能を維持でき

ることから，経年劣化評価結果

への影響はない。 

 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.2-7］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.2-7］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

(1)  

変更箇所：周囲温度「40℃以下
＊」⇒「66℃以下＊」，*「原子炉

格納容器外の設計値」⇒「原子

炉格納容器内の設計値」 

変更内容：周囲温度の変更 

影響箇所：絶縁体の絶縁特性低

下及びシースの劣化を経年劣化

事象としている。 

影響評価：本事象は周囲温度を

変更している。難燃 PN ケーブル

は導体最高許容温度を 80℃に設

計しているため，周囲温度が

66℃以下でも通電機能を維持で

きる。また，絶縁特性低下は点

検時における絶縁抵抗測定で把

握可能で，日常保全を継続し，

必要に応じて適切な対応をとる

ことにより絶縁性能を維持でき

ることから，経年劣化評価結果

への影響はない。 

 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.2-9］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.2-9］  

  

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
(1) 

変更箇所：設置場所「原子炉格

納容器内外」⇒「原子炉格納容

器外」 

変更内容：設置場所の変更 

影響箇所：設置場所の変更のみ

であり，影響する経年劣化事象

はない。 

影響評価：本事象は設置場所の

変更のみであることから，経年

劣化評価結果への影響はない。 

 

記載の適正化（再確認

結果の反映） 

(2) 

変更箇所：周囲温度「40℃以下
＊」⇒「55℃以下＊」，*「原子炉

格納容器外の設計値」⇒「主蒸

気トンネル室の設計値」 

変更内容：周囲温度の変更 

影響箇所：絶縁体の絶縁特性低

下及びシースの劣化を経年劣化

事象としている。 

影響評価：本事象は周囲温度の

誤記を変更している。難燃 CV ケ

ーブルは導体最高許容温度を

90℃に設計しているため，周囲

温度が 55℃以下でも通電機能を

維持できる。また，絶縁特性低

下は点検時における絶縁抵抗測

定で把握可能で，日常保全を継

続し，必要に応じて適切な対応

をとることにより絶縁性能を維

持できることから，経年劣化評

価結果への影響はない。 

 

(1) (1) 

(2) (2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.2-11］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.2-11］  

  

 

記載の適正化（再確認

結果の反映） 

 
(1) 

変更箇所：周囲温度「40℃以下
＊」⇒「26℃以下＊」，*「原子炉

格納容器外の設計値」⇒「中央

制御室の設計値」 

変更内容：周囲温度の変更 

影響箇所：絶縁体の絶縁特性低

下及びシースの劣化を経年劣化

事象としている。 

影響評価：本事象は周囲温度の

誤記を変更している。難燃 FN ケ

ーブルは導体最高許容温度を

150℃に設計しているため，周囲

温度が 26℃以下でも通電機能を

維持できる。また，絶縁特性低

下は点検時における絶縁抵抗測

定で把握可能で，日常保全を継

続し，必要に応じて適切な対応

をとることにより絶縁性能を維

持できることから，経年劣化評

価結果への影響はない。 

 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.2-27］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.2-27］  

 
 

 

記載の適正化（文言の

修正） 

 
（1） 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.3-4］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.3-4］  

  

 

記載の適正化（再確認

結果の反映） 

 

(1)  

変更箇所：設置場所「原子炉格

納容器内」⇒「原子炉格納容器

内外」，*「原子炉格納容器内の

設計値」⇒「ペデスタル内部の

設計値」 

変更内容：設置場所の誤記変更 

影響箇所：設置場所の変更のみ

であり，影響する経年劣化事象

はない。 

影響評価：本事象は設置場所の

誤記変更のみであることから，

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

 

記載の適正化（文言の

修正） 

 

（2） 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) (1) 

(1) (1) 
(2) (2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.3-6］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.3-6］  

  

 

記載の適正化（再確認

結果の反映） 

 
(1) 

変更箇所：設置場所「原子炉格

納容器内」⇒「原子炉格納容器

内外」，*「原子炉格納容器内の

設計値」⇒「ペデスタル内部の

設計値」 

変更内容：設置場所の変更 

影響箇所：設置場所の変更のみ

であり，影響する経年劣化事象

はない。 

影響評価：本事象は設置場所の

誤記変更のみであることから，

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.4-5］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.4-5］  

  

 

記載の適正化（再確認

結果の反映） 

 

(1)  

変更箇所：設置場所「原子炉格

納容器内」⇒「原子炉格納容器

外」 

変更内容：設置場所の変更 

影響箇所：設置場所の変更のみ

であり，影響する経年劣化事象

はない。 

影響評価：本事象は設置場所の

誤記変更のみであることから，

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-2］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-2］  

  

 

記載の適正化（文言の

修正） 

 
（1） 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-8］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-8］  

  

 

記載の適正化（文言の

修正） 

 
（1） 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-14］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-14］  

  

 

記載の適正化（再確認

結果の反映） 

 
(1) 

変更箇所：設置場所「原子炉格

納容器内外」⇒「原子炉格納容

器内」 

変更内容：設置場所の変更 

影響箇所：設置場所の変更のみ

であり，影響する経年劣化事象

はない。 

影響評価：本事象は設置場所の

誤記変更のみであることから，

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

 

(2) 

変更箇所：周囲温度「66℃以下
＊」⇒「85℃以下＊」，*「原子炉

格納容器内の設計値」⇒「ペデ

スタル内部の設計値」 

変更内容：周囲温度の変更 

影響箇所：絶縁物の絶縁特性低

下を経年劣化事象としている。 

影響評価：本事象は周囲温度の

誤記を変更している。同軸コネ

クタ接続部は最高許容温度を

85℃に設計しているため，周囲

温度が 85℃以下でも通電機能を

維持できる。また，絶縁特性低

下は点検時における絶縁抵抗測

定で把握可能で，日常保全を継

続し，必要に応じて適切な対応

をとることにより絶縁性能を維

持できることから，経年劣化評

価結果への影響はない。 

 

 

(1) (1) 

(2) (2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-16］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-16］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.6 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-17］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-17］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.6 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-18］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-18］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.6 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-20］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-20］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.6 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

53 / 176 

別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-21］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-21］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.6 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-31］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-31］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.6 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（ケーブル）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-32］ 別冊 ケーブルの技術評価書［P.6-32］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.6 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（コンクリート及び鉄骨構造物）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 コンクリート及び鉄骨構造物の技術評価書［P.15］ 

 

別冊 コンクリート及び鉄骨構造物の技術評価書［P.15］ 

 

 

記載の適正化（引用規

準名称の明確化） 

 

（1） 

記載の適正化による引用規準名

称の明確化であり経年劣化評価

結果への影響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（コンクリート及び鉄骨構造物）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 コンクリート及び鉄骨構造物の技術評価書［P.32］ 

 

別冊 コンクリート及び鉄骨構造物の技術評価書［P.32］ 

 

 

記載の適正化（評価条

件の見直しに伴う修

正） 

 

 

（1） 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（コンクリート及び鉄骨

構造物） 

No.6 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

(1) (1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（コンクリート及び鉄骨構造物）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 コンクリート及び鉄骨構造物の技術評価書［P.33］ 

 

別冊 コンクリート及び鉄骨構造物の技術評価書［P.33］ 

 

 

記載の適正化（評価条

件の見直しに伴う修

正） 

 

（1） 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（コンクリート及び鉄骨

構造物） 

No.6 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

(1) (1) 

(1) (1) 
(1) 

(1) 
(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) (1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-20］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-20］  

   

記載の適正化（再確認

結果の反映） 

 

(1)  

変更箇所：材料記号「ステンレ

ス鋼（SUS304,SUS316）」⇒「ス

テンレス鋼（SUS304）」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：計装配管の応力腐食

割れを経年劣化評価対象として

いる。 

影響評価：ステンレス鋼

（SUS316）とステンレス鋼

（SUS304）は，材料記号が異な

るだけで同じステンレス鋼であ

る。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

(2)  

変更箇所：材料記号「ステンレ

ス鋼（SUS304,SUS316）」⇒「ス

テンレス鋼（SUS316）」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：計装弁の応力腐食割

れを経年劣化評価対象としてい

る。 

影響評価：ステンレス鋼

（SUS316）とステンレス鋼

（SUS304）は，材料記号が異な

るだけで同じステンレス鋼であ

る。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

 

(1) (1) 

(2) (2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-29］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-29］  

  2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
（1） 

変更箇所：図面の変更「埋込金

物」⇒「基礎ボルト」，「ベース

プレート」の追加 

変更内容：基礎仕様の変更 

影響箇所：ベースプレートの腐

食及び基礎ボルトの腐食を経年

劣化評価対象としている。 

影響評価：RHR 系統流量計測装

置の計装配管サポートにベース

プレートを使用しているため，

ベースプレートの腐食を経年劣

化評価対象に含める。また，計

装配管サポートに基礎ボルトを

使用しているため，基礎ボルト

の腐食を経年劣化評価対象に含

める。いずれも他の評価対象機

器と同様の仕様であるため経年

劣化評価結果への影響はない。 

 

（2） 

変更箇所：部位「埋込金物」の

削除⇒「ベースプレート」「基礎

ボルト」の追加 

変更内容：部位の変更 

影響箇所：ベースプレートの腐

食及び基礎ボルトの腐食を経年

劣化評価対象としている。 

影響評価：RHR 系統流量計測装

置の計装配管サポートにベース

プレートを使用しているため，

ベースプレートの腐食を経年劣

化評価対象に含める。また，計

装配管サポートに基礎ボルトを

使用しているため，基礎ボルト

の腐食の経年劣化評価対象に含

める。いずれも他の評価対象機

器と同様の仕様であるため経年

劣化評価結果への影響はない。 

 

(1) (1) 
(2) 

(2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-30］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-30］  

  2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
（1） 

変更箇所：部位「記載なし」⇒

「ベースプレート」 

変更内容：部位の追加 

影響箇所：ベースプレートの腐

食を経年劣化評価対象としてい

る。 

影響評価：RHR 系統流量計測装

置の計装配管サポートにベース

プレートを使用しているため，

ベースプレートの腐食を経年劣

化評価対象に含めるが，他の評

価対象機器と同様の仕様である

ため経年劣化評価結果への影響

はない。 

（2） 

変更箇所：部位「記載なし」⇒

「基礎ボルト」 

変更内容：部位の追加 

影響箇所：基礎ボルトの腐食を

経年劣化評価対象としている。 

影響評価：RHR 系統流量計測装

置の計装配管サポートに基礎ボ

ルトを使用しているため，基礎

ボルトの腐食を経年劣化評価対

象に含めるが，他の評価対象機

器と同様の仕様であるため経年

劣化評価結果への影響はない。 

※計装配管サポートの支持は埋

込金物から基礎ボルトへ変更と

なるが，計器架台の支持に埋込

金物が使用されているため，部

位「埋込金物」は削除しない。 

 

(1) 

(2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-59］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-59］  

   

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 
（1） 

変更箇所：基礎ボルトの腐食対

象機器「記載なし」⇒「RHR 系

統流量計測装置」 

変更内容：対象機器の追加 

影響箇所：基礎ボルトの腐食対

象機器 

影響評価：RHR 系統流量計測装

置の計装配管サポートに基礎ボ

ルトを使用しているため，基礎

ボルトの腐食を経年劣化評価対

象に含めるが，他の評価対象機

器と同様の仕様であるため経年

劣化評価結果への影響はない。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-60］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-60］  

   

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-61］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-61］  

   

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-62］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-62］  

   

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-63］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-63］  

   

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-66］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-66］  

    2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 
（1） 

変更箇所：部位「記載なし」⇒

「ベースプレート」 

変更内容：部位の追加 

影響箇所：ベースプレートの腐

食を経年劣化評価対象としてい

る。 

影響評価：RHR 系統流量計測装

置の計装配管サポートにベース

プレートを使用しているため，

ベースプレートの腐食を経年劣

化評価対象に含めるが，他の評

価対象機器と同様の仕様である

ため経年劣化評価結果への影響

はない。 

 

（2） 

変更箇所：部位「記載なし」⇒

「基礎ボルト」 

変更内容：部位の追加 

影響箇所：基礎ボルトの腐食を

経年劣化評価対象としている。 

影響評価：RHR 系統流量計測装

置の計装配管サポートに基礎ボ

ルトを使用しているため，基礎

ボルトの腐食を経年劣化評価対

象に含めるが，他の評価対象機

器と同様の仕様であるため経年

劣化評価結果への影響はない。 

次項に続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) 

(3) (3) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

68 / 176 

 

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(3) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-67］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-67］  

   

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

70 / 176 

別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-68］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-68］  

   

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

71 / 176 

別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-70］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-70］  

   

記載の適正化（文言の

修正） 

 
（1） 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

72 / 176 

別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-78］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-78］  

   

記載の適正化（再確認

結果の反映） 

 
（1） 

変更箇所：指示計の特性変化対

象設備「記載なし」⇒「温度計

測装置」 

変更内容：対象設備の追加 

影響箇所：指示計の特性変化対

象設備 

影響評価：温度計測装置の構成

機器に指示計が含まれているた

め，指示計の特性変化を経年劣

化評価対象に含めるが，他の評

価対象設備と同様の仕様である

ため経年劣化評価結果への影響

はない。 

 

（2） 

変更箇所：指示計の特性変化対

象設備本文記載「記載なし」⇒

「温度計測装置」 

変更内容：対象設備の追加 

影響箇所：指示計の特性変化本

文 

影響評価：温度計測装置の構成

機器に指示計が含まれているた

め，指示計の特性変化を経年劣

化評価対象に含めるが，他の評

価対象設備と同様の仕様である

ため経年劣化評価結果への影響

はない。 

 

(1) 

(2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

73 / 176 

別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-80］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-80］  

   

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
（1） 

変更箇所：基礎ボルトの腐食対

象設備「流量計測装置，中性子

計測装置」⇒「記載の削除」 

変更内容：対象設備の削除 

影響箇所：基礎ボルトの腐食対

象設備 

影響評価：流量計測装置及び中

性子計測装置の対象設備に基礎

ボルトが使用されていないた

め，基礎ボルトの腐食を経年劣

化評価対象より削除するが，評

価対象設備の削除のみであり経

年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(2) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

74 / 176 

別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-82］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.1-82］  

   

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
（1） 

変更箇所：基礎ボルトの樹脂の

劣化対象設備「中性子計測装

置」⇒「記載の削除」 

変更内容：対象設備の削除 

影響箇所：基礎ボルトの樹脂の

劣化対象設備 

影響評価：中性子計測装置の対

象設備に基礎ボルトが使用され

ていないため，基礎ボルトの樹

脂の劣化を経年劣化評価対象よ

り削除するが，評価対象設備の

削除のみであり経年劣化評価結

果への影響はない。 

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(2) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(2) 

(2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

75 / 176 

別冊 計測制御設備の技術評価書［P.2-8］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.2-8］  

   

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

76 / 176 

別冊 計測制御設備の技術評価書［P.2-9］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.2-9］  

   

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

77 / 176 

別冊 計測制御設備の技術評価書［P.2-11］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.2-11］  

   

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

78 / 176 

別冊 計測制御設備の技術評価書［P.2-12］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.2-12］  

   

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

79 / 176 

別冊 計測制御設備の技術評価書［P.3-10］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.3-10］  

   

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

80 / 176 

別冊 計測制御設備の技術評価書［P.3-11］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.3-11］  

   

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

81 / 176 

別冊 計測制御設備の技術評価書［P.3-12］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.3-12］  

   

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

82 / 176 

別冊 計測制御設備の技術評価書［P.3-13］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.3-13］  

   

記載の適正化（文言の

修正） 

 
（1） 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

83 / 176 

別冊 計測制御設備の技術評価書［P.3-14］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.3-14］  

   

記載の適正化（文言の

修正） 

 
（1） 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（計測制御設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

84 / 176 

別冊 計測制御設備の技術評価書［P.3-16］ 別冊 計測制御設備の技術評価書［P.3-16］  

   

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（空調設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

85 / 176 

別冊 空調設備の技術評価書［P.2-5］ 別冊 空調設備の技術評価書［P.2-5］  

  

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 
（1） 

変更箇所：圧縮機モータ型式

「全閉」⇒「液冷形」 

変更内容：圧縮機モータ型式の

変更 

影響箇所：経年劣化事象の抽出 

影響評価：評価の判断にあた

り，圧縮機モータ型式が変更と

なっても，主要部品の経年劣化

に対する材料特性は変わらない

ため，経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

（2） 

変更箇所：材料名称「炭素鋼

(SF540)」⇒「炭素鋼」 

変更内容：材料記号の削除 

影響箇所：圧縮機モータの主軸

の摩耗および高サイクル疲労割

れを経年劣化評価対象としてい

る。 

影響評価：評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

 

（3） 

変更箇所：材料名称「銅合金・

銅」⇒「アルミニウム」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：圧縮機モータの回転

子棒と回転子エンドリングの疲

労割れを経年劣化評価対象とし

ている。 

影響評価：評価の判断にあた

り，圧縮機モータの回転子棒と

回転子エンドリングの疲労割れ

は，材料の違いが影響を与える

ものではないため，経年劣化評

価結果への影響はない。 

 

(1) 
(1) 

(2) (2) 

(3) (3) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（空調設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

86 / 176 

別冊 空調設備の技術評価書［P.2-8］ 別冊 空調設備の技術評価書［P.2-8］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
（1） 

変更箇所：圧縮機モータ型式

「全閉」⇒「液冷形」 

変更内容：圧縮機モータ型式の

変更 

影響箇所：経年劣化事象の抽出 

影響評価：評価の判断にあた

り，圧縮機モータ型式が変更と

なっても，主要部品の経年劣化

に対する材料特性は変わらない

ため，経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（空調設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

87 / 176 

別冊 空調設備の技術評価書［P.2-12］ 別冊 空調設備の技術評価書［P.2-12］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
（1） 

変更箇所：圧縮機モータ型式

「全閉」⇒「液冷形」 

変更内容：圧縮機モータ型式の

変更 

影響箇所：経年劣化事象の抽出 

影響評価：評価の判断にあた

り，圧縮機モータ型式が変更と

なっても，主要部品の経年劣化

に対する材料特性は変わらない

ため，経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) (1) 

(1) (1) 

(1) (1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（空調設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

88 / 176 

別冊 空調設備の技術評価書［P.2-14］ 別冊 空調設備の技術評価書［P.2-14］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 
 

（1） 

変更箇所：圧縮機モータ型式

「全閉」⇒「液冷形」 

変更内容：圧縮機モータ型式の

変更 

影響箇所：経年劣化事象の抽出 

影響評価：評価の判断にあた

り，圧縮機モータ型式が変更と

なっても，主要部品の経年劣化

に対する材料特性は変わらない

ため，経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（空調設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 空調設備の技術評価書［P.2-16］ 別冊 空調設備の技術評価書［P.2-16］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
（1） 

変更箇所：圧縮機モータ型式

「全閉」⇒「液冷形」 

変更内容：圧縮機モータ型式の

変更 

影響箇所：圧縮機モータの固定

子コイル及び口出線・接続部品

の絶縁特性低下を経年劣化評価

対象としている。 

影響評価：評価の判断にあた

り，固定子コイル及び口出線・

接続部品の絶縁特性低下は圧縮

機モータ型式が変更となって

も，評価内容は変わらないた

め，経年劣化評価結果への影響

はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（空調設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 空調設備の技術評価書［目次］ 別冊 空調設備の技術評価書［目次］  

  

 

記載の適正化（日常劣

化管理方法の明確化に

伴う記載変更） 

 

(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（空調設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 空調設備の技術評価書［P.4-13］ 別冊 空調設備の技術評価書［P.4-13］  

  

 

記載の適正化（日常劣

化管理方法の明確化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.2 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（空調設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 空調設備の技術評価書［P.4-14］ 別冊 空調設備の技術評価書［P.4-14］  

  

 

記載の適正化（日常劣

化管理方法の明確化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.2 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（空調設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 空調設備の技術評価書［該当頁なし］ 別冊 空調設備の技術評価書［P.4-15］  

 

 

 

記載の適正化（日常劣

化管理方法の明確化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.2 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（空調設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 空調設備の技術評価書［P.4-15］ 別冊 空調設備の技術評価書［P.4-16］  

  

 

記載の適正化（日常劣

化管理方法の明確化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.2 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

以降のページ番号は繰下げ 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（機械設備（制御棒））変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 機械設備の技術評価書［P.1-2］ 別冊 機械設備の技術評価書［P.1-2］  

  

 

記載の適正化（配置の

修正） 

 

（1） 

記載の適正化による配置の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（機械設備（制御棒））変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

96 / 176 

別冊 機械設備の技術評価書［P.1-3］ 別冊 機械設備の技術評価書［P.1-3］  

  

 

記載の適正化（配置の

修正） 

 

（1） 

記載の適正化による配置の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（機械設備（非常用ディーゼル機関））変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 機械設備の技術評価書［P.4.2-8］ 別冊 機械設備の技術評価書［P.4.2-8］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
（1） 

変更箇所：材料名称「炭素鋼

(S40C)」⇒「炭素鋼」 

変更内容：材料記号の削除 

影響箇所：燃料移送ポンプモー

タの主軸の摩耗および高サイク

ル疲労割れを経年劣化評価対象

としている。 

影響評価：評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

 

（2） 

変更箇所：材料名称「鋳鉄

(FC150)」⇒「鋳鉄」 

変更内容：材料記号の削除 

影響箇所：燃料移送ポンプモー

タのフレームの腐食を経年劣化

評価対象としている。 

影響評価：評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

次頁に続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (1) 
(2) (2) 

(3) (3) (4) (4) 

(5) (5) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（機械設備（非常用ディーゼル機関））変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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（3） 

変更箇所：材料名称「鋳鉄

(FC150)」⇒「鋳鉄」 

変更内容：材料記号の削除 

影響箇所：燃料移送ポンプモー

タのエンドブラケットの腐食を

経年劣化評価対象としている。 

影響評価：評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

 

（4） 

変更箇所：材料名称「圧延鋼材

(SS41)」⇒「圧延鋼材」 

変更内容：材料記号の削除 

影響箇所：燃料移送ポンプモー

タの端子箱の腐食を経年劣化評

価対象としている。 

影響評価：評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

 
（5） 

変更箇所：材料名称「炭素鋼

(SS400)」⇒「炭素鋼」 

変更内容：材料記号の削除 

影響箇所：燃料移送ポンプモー

タの取付ボルトの腐食を経年劣

化評価対象としている。 

影響評価：評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（機械設備（燃料取替機））変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 機械設備の技術評価書［P.6-14］ 別冊 機械設備の技術評価書［P.6-14］  

 

 

 

記載の適正化（ワイヤ

ロープの取替運用の明

確化） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.8-1 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（機械設備（原子炉建屋クレーン））変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 機械設備の技術評価書［P.7-7］ 別冊 機械設備の技術評価書［P.7-7］  

  

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
（1） 

変更箇所：材料名称「炭素鋼」

⇒「炭素鋼(S35C)」 

変更内容：材料記号の追記 

影響箇所：モータの主軸の摩耗

および高サイクル疲労割れを経

年劣化評価対象としている。 

影響評価：評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

（2） 

変更箇所：材料名称「記載な

し」⇒「フレーム：鋼板

(SPHC)，炭素鋼(SS400)」 

変更内容：モータの構成部品と

してフレームを追加 

影響箇所：モータのフレームの

腐食を経年劣化評価対象として

いる。 

影響評価：評価の判断にあた

り，速度検出器のフレームの腐

食の評価内容と同様であるた

め，経年劣化評価結果への影響

はない。 

（3） 

変更箇所：材料名称「記載な

し」⇒「エンドブラケット：鋳

鉄 (FC200)」 

変更内容：モータの構成部品と

してエンドブラケットを追加 

影響箇所：モータのエンドブラ

ケットの腐食を経年劣化評価対

象としている。 

影響評価：評価の判断にあた

り，速度検出器のエンドブラケ

ットの腐食の評価内容と同様で

あるため，経年劣化評価結果へ

の影響はない。 

 

(1) (1) 

(2)(3) (2) 
(3) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（機械設備（原子炉建屋クレーン））変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 機械設備の技術評価書［P.7-10］ 別冊 機械設備の技術評価書［P.7-10］  

 

 

 

記載の適正化（ワイヤ

ロープの取替運用の明

確化） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.9-1 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（機械設備（基礎ボルト））変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 機械設備の技術評価書［P.10-6］ 別冊 機械設備の技術評価書［P.10-6］  

   

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 
（1） 

変更箇所：評価対象機器の追記

変更内容：基礎仕様変更によ

り，評価対象機器を追記 

影響箇所：基礎ボルトの腐食お

よび樹脂の劣化を経年劣化評価

対象としている。 

影響評価：評価の判断にあた

り，追加される評価対象機器の

基礎ボルトは，他の屋内設置の

後打ちケミカルアンカ・後打ち

メカニカルアンカと想定される

経年劣化事象は同様であるた

め，経年劣化評価結果への影響

はない。 

 
（2）（3）（4） 

変更箇所：評価対象機器の追記

変更内容：基礎仕様変更によ

り，評価対象機器を追記 

影響箇所：基礎ボルトの腐食お

よび樹脂の劣化を経年劣化評価

対象としている。 

影響評価：評価の判断にあた

り，追加される評価対象機器の

基礎ボルトは，他の屋内設置の

後打ちケミカルアンカ・後打ち

メカニカルアンカと想定される

経年劣化事象は同様であるた

め，経年劣化評価結果への影響

はない。 

 

(1) 

(2) 

(4) 
(3) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.1-5］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.1-5］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
（1） 

変更箇所：材料名称「ピアノ線

（SWPA）」⇒「ピアノ線

（SWPB）」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：開路ばねのへたりを

経年劣化評価対象としている。 

影響評価：ピアノ線（SWPA）と

ピアノ線（SWPB）は，材料記号

が異なるだけで同じピアノ線で

ある。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は経年劣化

評価に使用しないため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

 

（2） 

変更箇所：材料名称「銅合金

（C1100BD-H），セラミックス

他」⇒「銅合金（C1011），セラ

ミックス他」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：真空バルブの真空度

低下を経年劣化評価対象として

いる。 

影響評価：銅合金（C1100BD-H）

と銅合金（C1011）は，材料記号

が異なるだけで同じ銅合金であ

る。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は経年劣化

評価に使用しないため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

 

(1) (1) 
(2) (2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.1-12］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.1-12］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 
(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.1-13］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.1-13］  

  

 

記載の適正化（文言の

修正） 

 
（1） 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

106 / 176 

別冊 電源設備の技術評価書［P.1-14］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.1-14］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.2-2］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.2-2］  

  

 

記載の適正化（再確認

結果の反映） 

 
（1） 

変更箇所：変圧器の呼称「シリ

コーン乾式」⇒「モールド形乾

式」 

変更内容：型式呼称の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：変圧器の呼称を「シ

リコーン乾式変圧器」から「モ

ールド型乾式変圧器」に変更し

たが，基本的な構造，仕様，経

年劣化に対する管理方法につい

て，シリコーン乾式変圧器と同

様であり，経年劣化評価方法も

同様となるため，経年劣化評価

結果への影響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.2-3］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.2-3］  

  

 

記載の適正化（再確認

結果の反映） 

 
(1) 

変更箇所：変圧器の呼称「シリ

コーン乾式変圧器」⇒「モール

ド形乾式変圧器」 

変更内容：型式呼称の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：変圧器の呼称を「シ

リコーン乾式変圧器」から「モ

ールド型乾式変圧器」に変更し

たが，基本的な構造，仕様，経

年劣化に対する管理方法につい

て，シリコーン乾式変圧器と同

様であり，経年劣化評価方法も

同様となるため，経年劣化評価

結果への影響はない。 

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 
 

(2) 

変更箇所：材料名称「ガラステ

ープ（一次・二次コイル）及び

マイカテープ（一次コイル）を

巻回」⇒「ガラステープ及びア

ラミド紙を巻回」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：材料名称を変更した

が，経年劣化評価はエポキシ樹

脂で実施しているため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

次頁に続く。 

(1) (1) 

(2) (2) 

(3) 

(3) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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(3) 

変更箇所：材料名称「シリコー

ン樹脂」⇒「エポキシ樹脂」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：主な絶縁材について

「シリコーン樹脂」から「エポ

キシ樹脂」へと変更されたが，

基本的な構造，仕様，経年劣化

に対する管理方法について，シ

リコーン乾式変圧器と同様であ

り，経年劣化評価方法も同様と

なるため，経年劣化評価結果へ

の影響はない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.2-4］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.2-4］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
(1) 

変更箇所：図面変更「シリコー

ン乾式変圧器」⇒「モールド形

乾式変圧器」 

変更内容：構造図の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：変圧器の呼称を「シ

リコーン乾式変圧器」から「モ

ールド型乾式変圧器」に変更し

たが，基本的な構造，仕様，経

年劣化に対する管理方法につい

て，シリコーン乾式変圧器と同

様であり，経年劣化評価方法も

同様となるため，経年劣化評価

結果への影響はない。 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.2-5］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.2-5］  

 
 

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

(1) 

変更箇所：図面変更「シリコー

ン乾式変圧器」⇒「モールド形

乾式変圧器」 

変更内容：構造図の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：変圧器の呼称を「シ

リコーン乾式変圧器」から「モ

ールド型乾式変圧器」に変更し

たが，基本的な構造，仕様，経

年劣化に対する管理方法につい

て，シリコーン乾式変圧器と同

様であり，経年劣化評価方法も

同様となるため，経年劣化評価

結果への影響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.2-6］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.2-6］  

 

 

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
(1) 

変更箇所：材料名称「銅

（C1100BB-0）,ガラス繊維，シ

リコーン樹脂， 

マイカ他」⇒「アルミニウム，

銅，アラミド紙，ガラス繊維，

エポキシ樹脂他」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：主な絶縁材について

「シリコーン樹脂」から「エポ

キシ樹脂」へと変更されたが，

基本的な構造，仕様，経年劣化

に対する管理方法について，シ

リコーン乾式変圧器と同様であ

り，経年劣化評価方法も同様と

なるため，経年劣化評価結果へ

の影響はない。また，材料名称

を変更したが，経年劣化評価は

エポキシ樹脂で実施しているた

め，経年劣化評価結果への影響

はない。 

次頁に続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
(1) 

(2) 
(2) (3) 
(3) (4) 
(4) (5) 
(5) 
(6) 

(6) 

(7) 
(8) (8) 

(7) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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(2) 

変更箇所：材料名称「方向性電

磁鋼（30G130）」⇒「電磁鋼」 

変更内容：材料名称及び記号の

変更 

影響箇所：鉄心の腐食を経年劣

化評価対象としている。 

影響評価：方向性電磁鋼と電磁

鋼は，鉄を主成分とする同等の

材料である。また，評価の判断

にあたり，材料の詳細材質は経

年劣化評価に使用しないため，

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

 

(3) 

変更箇所：材料記号「炭素鋼

（SS400）」⇒「炭素鋼」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：鉄心締付ボルトの腐

食を経年劣化評価対象としてい

る。 

影響評価：炭素鋼（SS400）と炭

素鋼は，材料記号が異なるだけ

で同じ炭素鋼である。また，評

価の判断にあたり，材料の詳細

材質は経年劣化評価に使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

次頁に続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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(4) 

変更箇所：材料名称「銅

（C1100BB-O）」⇒「銅，アルミ

ニウム」 

変更内容：材料名称及び記号の

変更 

影響箇所：接続導体の腐食を経

年劣化評価対象としている。 

影響評価：銅（C1100BB-O）と銅

は，材料記号が異なるだけで同

じ銅である。また，評価の判断

にあたり，材料の詳細材質は経

年劣化評価に使用しないため，

経年劣化評価結果への影響はな

い。また，アルミニウムは耐腐

食性に優れており，腐食の影響

は銅の方が大きいため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

 

(5) 

変更箇所：材料名称「鋼板

（SPCC）」⇒「炭素鋼」 

変更内容：材料名称及び記号の

変更 

影響箇所：ファンの羽根車の腐

食を経年劣化評価対象としてい

る。 

影響評価：鋼板と炭素鋼は，鉄

を主成分とする同等の材料であ

る。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は経年劣化

評価に使用しないため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

 

(6) 

変更箇所：材料記号「炭素鋼

（S40C）」⇒「炭素鋼」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：主軸の摩耗及び高サ

イクル疲労割れを経年劣化評価

対象としている。 

影響評価：炭素鋼（S40C）と炭

素鋼は，材料記号が異なるだけ

で同じ炭素鋼である。また，評

価の判断にあたり，材料の詳細

材質は経年劣化評価に使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

次頁に続く。 

 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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(7) 

変更箇所：材料記号「炭素鋼

（SS400）」⇒「炭素鋼」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：ベースの腐食を経年

劣化評価対象としている。 

影響評価：炭素鋼（SS400）と炭

素鋼は，材料記号が異なるだけ

で同じ炭素鋼である。また，評

価の判断にあたり，材料の詳細

材質は経年劣化評価に使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

 

(8) 

変更箇所：材料記号「炭素鋼

（SS400B）」⇒「炭素鋼」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：取付ボルトの腐食を

経年劣化評価対象としている。 

影響評価：炭素鋼（SS400B）と

炭素鋼は，材料記号が異なるだ

けで同じ炭素鋼である。また，

評価の判断にあたり，材料の詳

細材質は経年劣化評価に使用し

ないため，経年劣化評価結果へ

の影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.2-9］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.2-9］  

 

 

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 
(1) 

変更箇所：材料名称「鋼板」⇒

「炭素鋼」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：ファンの羽根車の腐

食を経年劣化評価対象としてい

る。 

影響評価：鋼板と炭素鋼は，鉄

を主成分とする同等の材料であ

る。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は経年劣化

評価に使用しないため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

 

 

記載の適正化（文言の

修正） 

 

(2) 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) (1) 

(2) 
(2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.2-11］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.2-11］  

 
 

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 
(1) 

変更箇所：材料名称「銅，ｶﾞﾗｽ

繊維，ｼﾘｺｰﾝ樹脂，ﾏｲｶ他」⇒「ｱ

ﾙﾐﾆｳﾑ，銅，ｱﾗﾐﾄﾞ紙，ｶﾞﾗｽ繊

維，ｴﾎﾟｷｼ樹脂他」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：主な絶縁材について

「シリコーン樹脂」から「エポ

キシ樹脂」へと変更されたが，

基本的な構造，仕様，経年劣化

に対する管理方法について，シ

リコーン乾式変圧器と同様であ

り，経年劣化評価方法も同様と

なるため，経年劣化評価結果へ

の影響はない。また，材料名称

を変更したが，経年劣化評価は

エポキシ樹脂で実施しているた

め，経年劣化評価結果への影響

はない。 

次頁に続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
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(2) 

変更箇所：材料名称「方向性電

磁鋼」⇒「電磁鋼」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：鉄心の腐食を経年劣

化評価対象としている。 

影響評価：方向性電磁鋼と電磁

鋼は，鉄を主成分とする同等の

材料である。また，評価の判断

にあたり，材料の詳細材質は経

年劣化評価に使用しないため，

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(3) 

変更箇所：材料名称「銅」⇒

「銅，ｱﾙﾐﾆｳﾑ」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：接続導体の腐食を経

年劣化評価対象としている。 

影響評価：アルミニウムは耐腐

食性に優れており，腐食の影響

は銅の方が大きいため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

 

(4) 

変更箇所：材料名称「鋼板」⇒

「炭素鋼」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：ファンの羽根車の腐

食を経年劣化評価対象としてい

る。 

影響評価：鋼板と炭素鋼は，鉄

を主成分とする同等の材料であ

る。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は経年劣化

評価に使用しないため，経年劣

化評価結果への影響はない。 
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119 / 176 

別冊 電源設備の技術評価書［P.2-12］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.2-12］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
(1) 

変更箇所：材料名称「シリコー

ン樹脂」⇒「エポキシ樹脂」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：主な絶縁材について

「シリコーン樹脂」から「エポ

キシ樹脂」へと変更されたが，

基本的な構造，仕様，経年劣化

に対する管理方法について，シ

リコーン乾式変圧器と同様であ

り，経年劣化評価方法も同様と

なるため，経年劣化評価結果へ

の影響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.3-6］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.3-6］  

  

 

記載の適正化（再確認

結果の反映） 

 
(1) 

変更箇所：材料記号「炭素鋼

（SDG400-D）」⇒「炭素鋼

（SGD400-D）」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：操作機構の固着を経

年劣化評価対象としている。 

影響評価：炭素鋼（SDG400-D）

と炭素鋼（SGD400-D）は，材料

記号が異なるだけで同じ炭素鋼

である。また，評価の判断にあ

たり，材料の詳細材質は経年劣

化評価に使用しないため，経年

劣化評価結果への影響はない。 

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

(2) 

変更箇所：材料名称「固定子コ

イル及び接続部品：銅，エポキ

シワニス」⇒「削除」 

変更内容：材料名称の削除 

影響箇所：ばね蓄勢用モータの

絶縁特性低下を経年劣化評価対

象としている。 

影響評価：本変更は，ばね蓄勢

モータに固定子コイルがないこ

とによる材料記載の削除である

ため，経年劣化評価結果への影

響はない。 

次頁に続く。 

 

(1) (1) 

(4) (4) 

(5) (5) 

(3) 
(3) (2) 
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(3) 

変更箇所：材料名称「回転子コ

イル：銅，エポキシワニス」⇒

「回転子コイル：銅，耐熱ポリ

エステル樹脂ワニス」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：ばね蓄勢用モータの

絶縁特性低下を経年劣化評価対

象としている。 

影響評価：エポキシワニスと耐

熱ポリエステル樹脂ワニスは同

じ有機物を主成分とする材料で

ある。また，評価の判断にあた

り，材料の詳細材質は経年劣化

評価に使用しないため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

 

(4) 

変更箇所：材料名称「銅

（C1100PC-1/2H），エポキシ樹脂

他」⇒「銅（C1100PC-1/2H），絶

縁物他」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：断路部の絶縁特性低

下を経年劣化評価対象としてい

る。 

影響評価：エポキシ樹脂と絶縁

物は同じ有機物を主成分とする

材料である。また，評価の判断

にあたり，材料の詳細材質は経

年劣化評価に使用しないため，

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

次頁に続く。 
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(5) 

変更箇所：材料記号「主軸：ス

テンレス鋼（SUS420）」⇒「主

軸：ステンレス鋼（SUS420F）」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：ばね蓄勢用モータの

絶縁特性低下を経年劣化評価対

象としている。 

影響評価：ステンレス鋼

（SUS420）とステンレス鋼

（SUS420F）は，材料記号が異な

るだけで同じステンレス鋼であ

る。また，ステンレス鋼は無機

物であり，ばね蓄勢用モータの

絶縁特性低下は有機物を使用し

ている回転子コイルで発生する

ため，経年劣化評価への影響は

ない。 
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別冊 電源設備の技術評価書［P.3-13］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.3-13］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
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別冊 電源設備の技術評価書［P.3-14］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.3-14］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 
(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
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別冊 電源設備の技術評価書［P.3-15］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.3-15］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 

(1) 

変更箇所：材料名称「銅，エポ

キシ樹脂他」⇒「銅，絶縁物

他」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：断路部の絶縁特性低

下を経年劣化評価対象としてい

る。 

影響評価：エポキシ樹脂と絶縁

物は同じ有機物を主成分とする

材料である。また，評価の判断

にあたり，材料の詳細材質は経

年劣化評価に使用しないため，

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.3-16］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.3-16］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
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別冊 電源設備の技術評価書［P.3-20］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.3-20］  

  

 

記載の適正化（再確認

結果の反映） 

 

(1) 

変更箇所：評価文削除 

変更内容：代表機器以外に指示

計は使用されていないため，代

表機器以外の指示計の評価文を

削除 

影響箇所：指示計の特性変化を

経年劣化評価対象としている。 

影響評価：指示計を使用してい

ないことから経年劣化評価記載

を削除するものであり，経年劣

化評価結果への影響はない。 

 

以降の項番は繰り上げ 

(1) 
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変更前 変更後 変更理由 
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別冊 電源設備の技術評価書［P.3-21］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.3-21］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
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別冊 電源設備の技術評価書［P.3-22］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.3-22］  

 

 

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

 

記載の適正化（文言の

修正） 

 

(2) 

記載の適正化による文言の修正

であり経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(1) 

(1) 

(2) 
(2) 
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別冊 電源設備の技術評価書［P.4-5］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.4-5］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 

(1) 

変更箇所：材料名称「水平母

線：アルミニウム合金押出板導

体」⇒「水平母線：タフピッチ

銅」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：主回路導体の腐食を

経年劣化評価対象としている。 

影響評価：使用材料がアルミニ

ウム合金押出板導体からタフピ

ッチ銅に変更されたことによ

り，銅の腐食が経年劣化事象と

して想定されるが，主回路導体

は変更前より，垂直母線として

銅の腐食について経年劣化評価

を実施しているため，経年劣化

評価結果への影響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.4-9］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.4-9］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.4-10］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.4-10］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.4-11］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.4-11］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

(1) 

変更箇所：材料名称「ｱﾙﾐﾆｳﾑ，

銅」⇒「銅」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：主回路導体の腐食を

経年劣化評価対象としている。 

影響評価：主回路導体の使用材

料からアルミニウムの記載は削

除されるが，アルミニウムは主

回路導体の腐食の要因ではない

ことから経年劣化評価に記載し

ていないため，経年劣化評価結

果への影響はない。 

 

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(2)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) (1) 
(2) (2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.4-15］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.4-15］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.5-16］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.5-16］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.5-19］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.5-19］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.5-35］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.5-35］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 
(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.5-36］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.5-36］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

 
(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.6-3］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.6-3］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 

(1) 

変更箇所：図面変更「交流フィ

ルタコンデンサの数変更」 

変更内容：図面の交流フィルタ

コンデンサの取付数を変更 

影響箇所：交流フィルタコンデ

ンサは定期取替品であり，想定

される経年劣化事象はない。 

影響評価：交流フィルタコンデ

ンサには想定される経年劣化事

象はないため，経年劣化評価結

果への影響はない。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.6-4］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.6-4］  

  

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

(1) 

変更箇所：材料名称「銅（SA），

絶縁物（エポキシ樹脂等）」⇒

「銅，絶縁物（ポリエステル樹

脂等）」 

変更内容：材料名称及び記号の

変更 

影響箇所：計器用変流器の絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：銅（SA）と銅は，材

料記号が異なるだけで同じ銅で

あり，エポキシ樹脂とポリエス

テル樹脂は同じ有機物を主成分

とする材料である。また，評価

の判断にあたり，材料の詳細材

質は経年劣化評価に使用しない

ため，経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(2) 

変更箇所：材料記号「鉄心：電

磁鋼（35A360）」⇒「鉄心：電磁

鋼」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：電磁鋼（35A360）と

電磁鋼は，材料記号が異なるだ

けで同じ電磁鋼である。また，

電磁鋼は無機物であり，変圧器

コイルの絶縁特性低下は有機物

を使用しているコイル絶縁物で

発生するため，経年劣化評価結

果への影響はない。 

 

(1) (1) 

(2) (2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.6-9］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.6-9］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 
(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.6-10］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.6-10］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 
(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.6-11］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.6-11］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 
(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.7-12］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.7-12］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 
(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.7-13］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.7-13］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 
(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.7-14］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.7-14］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 
(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.7-15］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.7-15］  

  

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 
(1)  

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.8-2］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.8-2］  

  

 

記載の適正化（再確認

結果の反映） 

 

(1) 

変更箇所：変圧器の呼称「シリ

コーン乾式」⇒「モールド形乾

式」 

変更内容：型式呼称の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：変圧器の呼称を「シ

リコーン乾式変圧器」から「モ

ールド型乾式変圧器」に変更し

たが，基本的な構造，仕様，経

年劣化に対する管理方法につい

て，シリコーン乾式変圧器と同

様であり，経年劣化評価方法も

同様となるため，経年劣化評価

結果への影響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.8-3］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.8-3］  

  

 

記載の適正化（再確認

結果の反映） 

 

(1) 

変更箇所：変圧器の呼称「シリ

コーン乾式変圧器」⇒「モール

ド形乾式変圧器」 

変更内容：型式呼称の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：変圧器の呼称を「シ

リコーン乾式変圧器」から「モ

ールド型乾式変圧器」に変更し

たが，基本的な構造，仕様，経

年劣化に対する管理方法につい

て，シリコーン乾式変圧器と同

様であり，経年劣化評価方法も

同様となるため，経年劣化評価

結果への影響はない。 

 

(1) (1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 
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別冊 電源設備の技術評価書［P.8-4］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.8-4］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 

(1) 

変更箇所：図面変更「シリコー

ン乾式変圧器」⇒「モールド形

乾式変圧器」 

変更内容：構造図の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：変圧器の呼称を「シ

リコーン乾式変圧器」から「モ

ールド型乾式変圧器」に変更し

たが，基本的な構造，仕様，経

年劣化に対する管理方法につい

て，シリコーン乾式変圧器と同

様であり，経年劣化評価方法も

同様となるため，経年劣化評価

結果への影響はない。 

 

(1) (1) 
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変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.8-5］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.8-5］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 
(1) 

変更箇所：材料名称「コイル導

体：銅 

絶縁物：ガラス繊維，シリコー

ン樹脂」⇒「コイル導体：銅 

絶縁物：アラミド紙，ガラス繊

維，エポキシ樹脂他」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：主な絶縁材について

「シリコーン樹脂」から「エポ

キシ樹脂」へと変更されたが，

基本的な構造，仕様，経年劣化

に対する管理方法について，シ

リコーン乾式変圧器と同様であ

り，経年劣化評価方法も同様と

なるため，経年劣化評価結果へ

の影響はない。また，アラミド

紙を追加したが，経年劣化評価

はエポキシ樹脂で実施している

ため，経年劣化評価結果への影

響はない。 

次頁に続く。 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(3) 

(6) 
(7) 

(2) 

(5) 
(4) 

(1) 

(7) 

(2) 

(6) 

(3) 
(4) 
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152 / 176 

 

(2) 

変更箇所：材料記号「電磁鋼

（S14）」⇒「電磁鋼」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：鉄心の腐食を経年劣

化評価対象としている。 

影響評価：電磁鋼（S14）と電磁

鋼は，材料記号が異なるだけで

同じ電磁鋼である。また，評価

の判断にあたり，材料の詳細材

質は経年劣化評価に使用しない

ため，経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(3) 

変更箇所：材料記号「炭素鋼

（SS400）」⇒「炭素鋼」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：鉄心締付ボルトの腐

食を経年劣化評価対象としてい

る。 

影響評価：炭素鋼（SS400）と炭

素鋼は，材料記号が異なるだけ

で同じ炭素鋼である。また，評

価の判断にあたり，材料の詳細

材質は経年劣化評価に使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

 

(4) 

変更箇所：材料記号「銅

（C1100）」⇒「銅」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：接続導体の腐食を経

年劣化評価対象としている。 

影響評価：銅（C1100）と銅は，

材料記号が異なるだけで同じ銅

である。また，評価の判断にあ

たり，材料の詳細材質は経年劣

化評価に使用しないため，経年

劣化評価結果への影響はない。 

次頁に続く。 
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(5) 

変更箇所：部位名称「支持碍

子」⇒「削除」 

変更内容：部位名称の削除 

影響箇所：支持碍子の経年劣化

評価記載の削除 

影響評価：支持碍子を使用して

いないことから経年劣化評価記

載を削除するものであり，経年

劣化評価結果への影響はない。 

 

(6) 

変更箇所：材料記号「炭素鋼

（SS400）」⇒「炭素鋼」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：クランプの腐食を経

年劣化評価対象としている。 

影響評価：炭素鋼（SS400）と炭

素鋼は，材料記号が異なるだけ

で同じ炭素鋼である。また，評

価の判断にあたり，材料の詳細

材質は経年劣化評価に使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 

 

(7) 

変更箇所：材料記号「炭素鋼

（SS400）」⇒「炭素鋼」 

変更内容：材料記号の変更 

影響箇所：取付ボルトの腐食を

経年劣化評価対象としている。 

影響評価：炭素鋼（SS400）と炭

素鋼は，材料記号が異なるだけ

で同じ炭素鋼である。また，評

価の判断にあたり，材料の詳細

材質は経年劣化評価に使用しな

いため，経年劣化評価結果への

影響はない。 
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別冊 電源設備の技術評価書［P.8-8］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.8-8］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
(1) 

変更箇所：評価文削除 

変更内容：支持碍子の削除によ

り，支持碍子の評価文を削除 

影響箇所：支持碍子の経年劣化

評価記載の削除 

影響評価：支持碍子を使用して

いないことから経年劣化評価記

載を削除するものであり，経年

劣化評価結果への影響はない。 

 

記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(2) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 

(2) (2) 

(2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.8-9］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.8-9］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
(1) 

変更箇所：材料名称「銅，ガラ

ス繊維，シリコーン樹脂」⇒

「銅，アラミド紙，ガラス繊

維，エポキシ樹脂他」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：主な絶縁材について

「シリコーン樹脂」から「エポ

キシ樹脂」へと変更されたが，

基本的な構造，仕様，経年劣化

に対する管理方法について，シ

リコーン乾式変圧器と同様であ

り，経年劣化評価方法も同様と

なるため，経年劣化評価結果へ

の影響はない。また，アラミド

紙を追加したが，経年劣化評価

はエポキシ樹脂で実施している

ため，経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(2) 

変更箇所：部位名称「支持碍

子」⇒「削除」 

変更内容：部位名称の削除 

影響箇所：支持碍子の経年劣化

評価記載の削除 

影響評価：支持碍子を使用して

いないことから経年劣化評価記

載を削除するものであり，経年

劣化評価結果への影響はない。 

次項に続く。 

 

 

(1) (1) 

(2) 

(3) 

(3) 
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変更前 変更後 変更理由 
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記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(3) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 
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変更前 変更後 変更理由 
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別冊 電源設備の技術評価書［P.8-10］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.8-10］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 
（1） 

変更箇所：材料名称「シリコー

ン樹脂」⇒「エポキシ樹脂」 

変更内容：材料名称の変更 

影響箇所：変圧器コイルの絶縁

特性低下を経年劣化評価対象と

している。 

影響評価：主な絶縁材について

「シリコーン樹脂」から「エポ

キシ樹脂」へと変更されたが，

基本的な構造，仕様，経年劣化

に対する管理方法について，シ

リコーン乾式変圧器と同様であ

り，経年劣化評価方法も同様と

なるため，経年劣化評価結果へ

の影響はない。 

 

(1) (1) 
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別冊 電源設備の技術評価書［P.8-13］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.8-13］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
（1） 

変更箇所：評価文削除 

変更内容：支持碍子の削除によ

り，代表機器以外の支持碍子の

評価文を削除 

影響箇所：代表機器以外の支持

碍子の経年劣化評価記載の削除 

影響評価：支持碍子を使用して

いないことから経年劣化評価記

載を削除するものであり，経年

劣化評価結果への影響はない。 

 

（2） 

変更箇所：評価文追記 

変更内容：基礎仕様変更によ

り，代表機器以外への基礎ボル

トの評価文を追記 

影響箇所：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記 

影響評価：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記について，基礎ボルト（後

打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）は腐食（全面腐

食）及び樹脂の劣化が想定され

るが，基礎ボルトの評価につい

てはその他設備の基礎ボルトの

評価と同様であることから，経

年劣化評価結果への影響はな

い。 

次頁に続く。 

 

 

 

(1) (2) 

(3) 

(4) 
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（3） 

変更箇所：評価文削除 

変更内容：基礎仕様変更によ

り，代表機器以外の埋込金物の

評価文を削除 

影響箇所：埋込金物の経年劣化

評価記載の削除 

影響評価：埋込金物を使用して

いないことから経年劣化評価記

載を削除するものであり，経年

劣化評価結果への影響はない。 

 

（4） 

変更箇所：評価文追記 

変更内容：基礎仕様変更によ

り，代表機器以外への基礎ボル

トの評価文を追記 

影響箇所：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記 

影響評価：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記について，基礎ボルト（後

打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）は腐食（全面腐

食）及び樹脂の劣化が想定され

るが，基礎ボルトの評価につい

てはその他設備の基礎ボルトの

評価と同様であることから，経

年劣化評価結果への影響はな

い。 
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別冊 電源設備の技術評価書［P.9-3］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.9-3］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 
（1） 

変更箇所：基礎仕様「取付ボル

ト」⇒「基礎ボルト」 

変更内容：基礎仕様の変更 

影響箇所：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記，取付ボルトの経年劣化評

価記載の削除 

影響評価：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記について，基礎ボルト（後

打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）は腐食（全面腐

食）及び樹脂の劣化が想定され

るが，基礎ボルトの評価につい

てはその他設備の基礎ボルトの

評価と同様であることから，経

年劣化評価結果への影響はな

い。 

取付ボルトの経年劣化評価記載

は削除のため，経年劣化評価結

果への影響はない。 

 

(1) (1) 
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別冊 電源設備の技術評価書［P.9-4］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.9-4］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 
(1) 

変更箇所：図面変更「埋込金

物」⇒「基礎ボルト（後打ちｹﾐｶ

ﾙｱﾝｶ）」 

変更内容：基礎仕様の変更 

影響箇所：埋込金物の経年劣化

評価記載の削除，基礎ボルト

（後打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評

価記載の追記 

影響評価：埋込金物の経年劣化

評価記載は削除のため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

基礎ボルト（後打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）の

経年劣化評価記載の追記につい

て，基礎ボルト（後打ちｹﾐｶﾙｱﾝ

ｶ）は腐食（全面腐食）及び樹脂

の劣化が想定されるが，基礎ボ

ルトの評価についてはその他設

備の基礎ボルトの評価と同様で

あることから，経年劣化評価結

果への影響はない。 

 

 

(2) 

変更箇所：図面変更「取付ボル

ト」⇒「削除」 

変更内容：基礎仕様の変更 

影響箇所：取付ボルトの経年劣

化評価記載の削除 

影響評価：取付ボルトの経年劣

化評価記載は削除のため，経年

劣化評価結果への影響はない。 

 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(2) 

(2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

162 / 176 

別冊 電源設備の技術評価書［P.9-5］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.9-5］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 
(1) 

変更箇所：基礎仕様「埋込金

物」⇒「基礎ボルト（後打ちｹﾐｶ

ﾙｱﾝｶ）」 

変更内容：基礎仕様の変更 

影響箇所：埋込金物の経年劣化

評価記載の削除，基礎ボルト

（後打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評

価記載の追記 

影響評価：埋込金物の経年劣化

評価記載は削除のため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

基礎ボルト（後打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）の

経年劣化評価記載の追記につい

て，基礎ボルト（後打ちｹﾐｶﾙｱﾝ

ｶ）は腐食（全面腐食）及び樹脂

の劣化が想定されるが，基礎ボ

ルトの評価についてはその他設

備の基礎ボルトの評価と同様で

あることから，経年劣化評価結

果への影響はない。 

 

 

(2) 

変更箇所：基礎仕様「取付ボル

ト」⇒「削除」 

変更内容：基礎仕様の変更 

影響箇所：取付ボルトの経年劣

化評価記載の削除 

影響内容：取付ボルトの経年劣

化評価記載は削除のため，経年

劣化評価結果への影響はない。 

次頁に続く。 

 

(1) 

(1) (2) (3) 
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(3) 

変更箇所：基礎仕様「記載な

し」⇒「炭素鋼，樹脂」 

変更内容：基礎仕様の変更 

影響箇所：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記 

影響内容：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記について，基礎ボルト（後

打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）は腐食（全面腐

食）及び樹脂の劣化が想定され

るが，基礎ボルトの評価につい

てはその他設備の基礎ボルトの

評価と同様であることから，経

年劣化評価結果への影響はな

い。 
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164 / 176 

別冊 電源設備の技術評価書［P.9-7］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.9-7］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 
(1) 

変更箇所：評価文削除 

変更内容：基礎仕様変更によ

り，取付ボルトの評価文を削除 

影響箇所：取付ボルトの経年劣

化評価記載の削除 

影響評価：取付ボルトの経年劣

化評価記載は削除のため，経年

劣化評価結果への影響はない。 

 

(2) 

変更箇所：評価文追記 

変更内容：基礎仕様変更によ

り，基礎ボルトの評価文を追記 

影響箇所：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記 

影響評価：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記について，基礎ボルト（後

打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）は腐食（全面腐

食）及び樹脂の劣化が想定され

るが，基礎ボルトの評価につい

てはその他設備の基礎ボルトの

評価と同様であることから，経

年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 電源設備の技術評価書［P.9-8］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.9-8］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
(1) 

変更箇所：評価文削除 

変更内容：基礎仕様変更によ

り，埋込金物の評価文を削除 

影響箇所：埋込金物の経年劣化

評価記載の削除 

影響評価：埋込金物の経年劣化

評価記載は削除のため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

 

(2) 

変更箇所：評価文追記 

変更内容：基礎仕様変更によ

り，基礎ボルトの評価文を追記 

影響箇所：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記 

影響評価：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記について，基礎ボルト（後

打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）は腐食（全面腐

食）及び樹脂の劣化が想定され

るが，基礎ボルトの評価につい

てはその他設備の基礎ボルトの

評価と同様であることから，経

年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) (2) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
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別冊 電源設備の技術評価書［P.9-9］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.9-9］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

 

 
(1) 

変更箇所：基礎仕様「取付ボル

ト」⇒「削除」 

変更内容：基礎仕様の変更 

影響箇所：取付ボルトの経年劣

化評価記載の削除 

影響評価：取付ボルトの経年劣

化評価記載は削除のため，経年

劣化評価結果への影響はない。 

次頁に続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) 

(3) 

(2) 

(4) 

(5) 
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変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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(2) 

変更箇所：基礎仕様「埋込金

物」⇒「基礎ボルト（後打ちｹﾐｶ

ﾙｱﾝｶ）」 

変更内容：基礎仕様の変更 

影響箇所：埋込金物の経年劣化

評価記載の削除，基礎ボルト

（後打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評

価記載の追記 

影響評価：埋込金物の経年劣化

評価記載は削除のため，経年劣

化評価結果への影響はない。 

基礎ボルト（後打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）の

経年劣化評価記載の追記につい

て，基礎ボルト（後打ちｹﾐｶﾙｱﾝ

ｶ）は腐食（全面腐食）及び樹脂

の劣化が想定されるが，基礎ボ

ルトの評価についてはその他設

備の基礎ボルトの評価と同様で

あることから，経年劣化評価結

果への影響はない。 

 

(3) 

変更箇所：基礎仕様「記載な

し」⇒「炭素鋼，樹脂」 

変更内容：基礎仕様の変更 

影響箇所：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記 

影響内容：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記について，基礎ボルト（後

打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）は腐食（全面腐

食）及び樹脂の劣化が想定され

るが，基礎ボルトの評価につい

てはその他設備の基礎ボルトの

評価と同様であることから，経

年劣化評価結果への影響はな

い。 

次頁に続く。 

 

 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
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(4) 

変更箇所：経年劣化事象「記載

なし」⇒「腐食「△」，その他

「▲*2」」 

変更内容：経年劣化事象表の変

更 

影響箇所：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記 

影響内容：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記について，基礎ボルト（後

打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）は腐食（全面腐

食）及び樹脂の劣化が想定され

るが，基礎ボルトの評価につい

ては，その他設備の基礎ボルト

の評価と同様であることから，

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

 

(5) 

変更箇所：備考欄「記載なし」

⇒「*2：樹脂の劣化」 

変更内容：その他経年劣化事象

凡例の追記 

影響箇所：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記 

影響内容：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記について，基礎ボルト（後

打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）は腐食（全面腐

食）及び樹脂の劣化が想定され

るが，基礎ボルトの評価につい

てはその他設備の基礎ボルトの

評価と同様であることから，経

年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

 

 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（電源設備）変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
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別冊 電源設備の技術評価書［P.9-11］ 別冊 電源設備の技術評価書［P.9-11］  

  
 

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 
(1) 

変更箇所：評価文追記 

変更内容：基礎仕様変更によ

り，代表機器以外への基礎ボル

トの評価文を追記 

影響箇所：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記 

影響評価：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記について，基礎ボルト（後

打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）は腐食（全面腐

食）及び樹脂の劣化が想定され

るが，基礎ボルトの評価につい

てはその他設備の基礎ボルトの

評価と同様であることから，経

年劣化評価結果への影響はな

い。 

次頁に続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) (2) 

(2) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
(6) 
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(2) 

変更箇所：評価文変更 

変更内容：基礎仕様変更によ

り，代表機器以外の取付ボル

ト，埋込金物の変更 

影響箇所：代表機器以外の取付

ボルト，埋込金物の経年劣化評

価記載の変更 

影響評価： 直流分電盤を除く代

表機器以外の計測用分電盤の基

礎は，取付ボルトと埋込金物を

使用していないため，評価対象

機器を「共通」から「直流分電

盤」に変更する。本変更は，評

価対象機器の変更のみとなるこ

とから，経年劣化評価結果への

影響はない。 

 

 

(3) 

変更箇所：評価文追記 

変更内容：基礎仕様変更によ

り，代表機器以外への基礎ボル

トの評価文を追記 

影響箇所：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記 

影響評価：基礎ボルト（後打ちｹ

ﾐｶﾙｱﾝｶ）の経年劣化評価記載の

追記について，基礎ボルト（後

打ちｹﾐｶﾙｱﾝｶ）は腐食（全面腐

食）及び樹脂の劣化が想定され

るが，基礎ボルトの評価につい

てはその他設備の基礎ボルトの

評価と同様であることから，経

年劣化評価結果への影響はな

い。 

次頁に続く。 
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(4) 

変更箇所：評価文変更 

変更内容：基礎仕様変更によ

り，代表機器以外の取付ボルト

の評価文を変更 

影響箇所：取付ボルトの経年劣

化評価記載の変更 

影響評価：基礎仕様変更によ

り，代表機器の基礎は取付ボル

トを使用していないため，評価

文より「代表機器同様，」の記載

を削除する。 

本変更は記載の削除のみである

ため，経年劣化評価結果への影

響はない。 

 

(5) 

変更箇所：評価文変更 

変更内容：基礎仕様変更によ

り，代表機器以外の埋込金物の

評価文を変更 

影響箇所：埋込金物の経年劣化

評価記載の変更 

影響評価：基礎仕様変更によ

り，代表機器の基礎は埋込金物

を使用していないため，評価文

より「代表機器同様，」の記載を

削除する。 

本変更は記載の削除のみである

ため，経年劣化評価結果への影

響はない。 

次頁に続く。 
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変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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記載の適正化（経年劣

化事象抽出の適正化に

伴う記載変更） 

 

(6) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（その他の経年劣化事

象） 

No.10 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（耐震安全性評価書（配管））変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 配管の耐震安全性評価書［P.3.5-14］ 別冊 配管の耐震安全性評価書［P.3.5-14］  

  

 

評価結果記載誤りの訂

正（再確認結果の反

映） 

 
(1) 

変更箇所：発生応力「91」⇒発

生応力「97」 

変更内容：必要最小肉厚におけ

る発生応力の変更 

影響箇所：炭素鋼配管系の腐食

に対する耐震安全性評価結果 

影響評価：変更後の発生応力が

許容応力を下回っていることか

ら，経年劣化評価結果への影響

はない。 

 

 

(1) 
(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（耐震安全性評価書（炉内構造物））変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 炉内構造物の耐震安全性評価書［P.3.7-12］ 別冊 炉内構造物の耐震安全性評価書［P.3.7-12］  

   

記載の適正化（耐震疲労

の評価条件見直しに伴う

適正化） 

 

(1) 

柏崎刈羽 3 号炉 高経年化技術

評価に関わる審査コメント反映

整理表（耐震安全性評価） 

No.5-1 による変更。 

経年劣化評価結果への影響はな

い。 

 

(1) 
(1) 

(1) 

(1) 
(1) 
(1) 

(1) 

(1) 



資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（耐震安全性評価書（空調設備））変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  

175 / 176 

別冊 空調設備の耐震安全性評価書［P.3.11-2］ 別冊 空調設備の耐震安全性評価書［P.3.11-2］  

  

 

記載の適正化（表の整

合） 

 
（1） 

記載の適正化による 

表の整合であり経年劣化評価結

果への影響はない。 

(1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料８ 柏崎刈羽原子力発電所３号炉 高経年化技術評価書（耐震安全性評価書（基礎ボルト））変更比較表 

変更前 変更後 変更理由 
 

変更箇所を     枠及び附番と共に示す。括弧内数字に対応する内容と影響評価を変更理由欄に示す。  
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別冊 基礎ボルトの耐震安全性評価書［P.3.14-6］ 別冊 基礎ボルトの耐震安全性評価書［P.3.14-6］  

  

 

2 号炉参照情報から 3

号炉情報への訂正（再

確認結果の反映） 

 

(1) 

変更箇所：評価対象機器の追記

変更内容：基礎仕様変更によ

り，評価対象機器を追記 

影響箇所：耐震安全上考慮する

必要のある経年劣化事象の抽出

および耐震安全上考慮する必要

のある経年劣化事象の評価 

影響評価：追加される評価対象

機器の基礎ボルトは，屋内設置

の後打ちケミカルアンカであ

り，耐震安全上考慮する必要の

ある経年劣化事象は想定されな

いことから，経年劣化評価結果

への影響はない。 

 

(2)(3)(4) 

変更箇所：評価対象機器の追記

変更内容：基礎仕様変更によ

り，評価対象機器を追記 

影響箇所：耐震安全上考慮する

必要のある経年劣化事象の抽出

および耐震安全上考慮する必要

のある経年劣化事象の評価 

影響評価：追加される評価対象

機器の基礎ボルトは，屋内設置

の後打ちケミカルアンカであ

り，耐震安全上考慮する必要の

ある経年劣化事象は想定されな

いことから，経年劣化評価結果

への影響はない。 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

 


